
 
 

 

ウ

イ

ル

ス

性

肝

炎

患

者

に

対

す

る

医

療

費

助

成

の

拡

充

等

を

求

め

る

意

見

書

わ

が

国

に

お

い

て

は

、

Ｂ

型

・

Ｃ

型

肝

炎

の

患

者

が

合

計

三

百

五

十

万

人

程

度

存

在

す

る

と

推

定

さ

れ

、

血

液

製

剤

の

投

与

、

輸

血

、

集

団

予

防

接

種

や

治

療

時

の

注

射

器

の

連

続

使

用

な

ど

の

、

医

療

行

為

に

よ

る

感

染

が

原

因

と

さ

れ

て

い

る

患

者

も

多

い

。

ウ

イ

ル

ス

性

肝

炎

患

者

に

対

す

る

医

療

費

助

成

は

、

現

在

、

肝

炎

治

療

特

別

促

進

事

業

と

し

て

実

施

さ

れ

て

い

る

が

、

対

象

と

な

る

医

療

が

限

定

さ

れ

て

い

る

た

め

、

医

療

費

助

成

の

対

象

か

ら

外

れ

て

い

る

患

者

が

相

当

数

に

の

ぼ

る

。

特

に

、

肝

硬

変

・

肝

が

ん

患

者

は

高

額

の

医

療

費

を

負

担

せ

ざ

る

を

得

な

い

だ

け

で

な

く

、

就

労

不

能

の

方

も

多

く

、

生

活

に

困

難

を

来

し

て

い

る

と

い

わ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

現

在

は

肝

硬

変

を

中

心

と

す

る

肝

疾

患

も

身

体

障

害

者

福

祉

法

上

の

障

害

認

定

（

身

体

障

害

者

手

帳

）

の

対

象

と

さ

れ

て

い

る

も

の

の

、

医

学

上

の

認

定

基

準

が

き

わ

め

て

厳

し

く

、

現

在

の

制

度

は

、

肝

炎

患

者

に

対

す

る

生

活

支

援

の

実

効

性

を

発

揮

し

て

い

な

い

と

の

指

摘

が

な

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

一

方

、

特

定

Ｂ

型

肝

炎

ウ

イ

ル

ス

感

染

者

給

付

金

等

の

支

給

に

関

す

る

特

別

措

置

法

の

制

定

時

（

平

成

二

十

三

年

十

二

月

）

に

は

、

「

と

り

わ

け

肝

硬

変

及

び

肝

が

ん

の

患

者

に

対

す

る

医

療

費

助

成

を

含

む

支

援

の

在

り

方

に

つ

い

て

検

討

を

進

め

る

こ

と

」

と

の

附

帯

決

議

が

な

さ

れ

て

お

り

、

国

に

お

い

て

は

、

肝

硬

変

・

肝

が

ん

患

者

に

対

す

る

医

療

費

助

成

を

含

む

生

活

支

援

に

つ

い

て

、

よ

り

一

層

の

取

り

組

み

が

必

要

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

本

区

議

会

は

国

会

及

び

政

府

に

対

し

、

肝

炎

ウ

イ

ル

ス

が

原

因

で

あ

る

肝

硬

変

及

び

肝

が

ん

患

者

の

治

療

に

対

す

る

医

療

費

助

成

等

の

支

援

や

、

肝

臓

機

能

障

害

に

よ

る

身



体

障

害

者

手

帳

の

認

定

基

準

を

改

善

す

る

な

ど

、

公

的

支

援

制

度

の

充

実

に

取

り

組

む

よ

う

強

く

要

望

す

る

。

右

、

地

方

自

治

法

第

九

十

九

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

意

見

書

を

提

出

す

る

。

平

成

二

十

六

年

三

月

二

十

六

日

東

京

都

北

区

議

会

議

長

戸

枝

大

幸
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